
年
金
の
は
な
し

こ
ん
な
時
は
届
け
出
を

問
い
合
わ
せ

　
広
島
西
年
金
事
務
所 

☎
０
８
２-

５
３
５-

１
５
０
５

　
保
健
医
療
課 

☎

２
１
４
１

No.
247

　国
民
年
金
は
、20
歳
か
ら
60
歳
未
満

ま
で
の
全
て
の
人
が
加
入
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　加
入
期
間
中
に
就
職
や
転
職
、結
婚
、

退
職
な
ど
で
年
金
の
種
別
が
変
わ
っ
た

と
き
に
は
、手
続
が
必
要
で
す
。手
続
を

忘
れ
る
と
、将
来
受
け
取
る
年
金
が
減

額
さ
れ
た
り
、受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　な
お
、届
出
の
内
容
に
よ
り
、届
出
先

が
異
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ

い
。

PM2.5玖波にお住まいの岡村さん

Q 

大
竹
市
を
引
っ
越
し
先
に
選
ん
だ
理

由
を
教
え
て
く
だ
さ
い

A 

き
れ
い
な
瀬
戸
内
海
が
一
望
で
き
て

自
然
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

海
が
近
い
の
で
、
新
鮮
な
お
い
し
い

魚
介
が
手
に
入
り
、
と
て
も
住
み
や

す
い
で
す
。

　Q ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
し
て
良
か
っ
た

点
を
教
え
て
く
だ
さ
い

A 

カ
ー
プ
中
継
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る

の
で
、
ち
ゅ
ピ
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ふ
れ
あ
い
へ

加
入
し
ま
し
た
。
子
ど
も
が
小
さ
い

頃
は
、
ア
ニ
メ
な
ど
を
楽
し
ん
で
い

ま
し
た
が
、
成
長
の
段
階
に
応
じ
て

見
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
い
ろ
い
ろ

あ
り
、
助
か
っ
て
い
ま
す
。

　ケーブルテレビでは、映画やスポーツなどの専
門チャンネルのほかに、大竹市からのお知らせな
どの地域密着番組をお届けするコミュニティチャ
ンネルがあります。
　コミュニティチャンネルでは、大竹市議会の中
継などだけでなく、データ放送を利用することで、
気象や交通、行政などの生活に役立つ情報を２４
時間いつでも知ることができます。

　ぜひ、ケーブルテレビに加入し、今まで以上に
便利で快適な暮らしをしてみませんか。
　また、新築で新規加入される方には、費用の
一部を補助する制度もあります。
　まずは、内容についてお気軽に問い合わせく
ださい！
問合せ先　株式会社ちゅピＣＯＭふれあい
　　０１２０－２７６－２０１（９時～18時）

ス
ポ
ー
ツ・映
画・音
楽・地
元
の
情
報
な

ど
た
く
さ
ん
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
楽
し
め
る

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
。大
竹
市
に
ケ
ー
ブ
ル

テ
レ
ビ
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ
　
企
画
財
政
課 

☎

２
１
２
４

ケーブルテレビの加入を受け付けています！

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
楽
し
も
う

②

③

④

⑤

⑥

【年金の種別】「第１号被保険者」：自営業者、無職、学生など
「第２号被保険者」：サラリーマン、公務員など
「第３号被保険者」：第２号被保険者に扶養されている配偶者　※　印鑑は、スタンプ印でない認印

①

こんなとき どうする 届出先 手続に必要なもの 注意事項
20歳になったと
き

厚生年金・共済
組合加入者以
外は国民年金
の加入手続を
する

○第１号被保険者⇒市役所
○第３号被保険者⇒配偶者
の勤務先

会社を中途退職
したとき（60歳未
満の方）※被扶養
配偶者も同様

国民年金の加
入手続をする

市役所

結婚や退職など
で配偶者の扶養
になったとき

第３号被保険
者への種別変
更手続をする

配偶者の勤務先

配偶者の扶養か
ら外れたとき

第３号被保険
者からの種別
変更手続をす
る

○第３号被保険者から第１
号被保険者⇒市役所　

○第３号被保険者から第２
号被保険者⇒勤務先　

年金手帳を無く
したとき

再交付の手続
をする

○第１号被保険者⇒市役所
または広島西年金事務所
○第３号被保険者⇒配偶者
の勤務先

保険料を納める
のが困難なとき

保険料免除の
申請をする

印鑑

印鑑、年金手帳、離職
票または資格喪失証
明書（退職年月日がわ
かるもの）

配偶者の勤務先に問
い合わせてください

印鑑、年金手帳、資格喪
失証明書

印鑑、本人を確認できる
もの（免許証など）

印鑑、年金手帳、失業の
場合は雇用保険受給資
格者証または離職票、
（学生の方の場合）学生
証または在学証明書

保険料を納める
のが困難な場合
は、⑥を参照して
ください

退職した方が60
歳以上で、被扶養
配偶者が60歳未
満の場合、手続が
必要です

届出先が違うの
でご注意ください

市役所で受付の
場合は３週間程
度、広島西年金
事務所は原則そ
の日に発行でき
ます。

免除の申請は２
年さかのぼるこ
とができます。

市役所

大竹市勤労青少年ホーム
問い合わせ 生涯学習課☎５８００

対象：１５～３４歳（高校生を除く）      申し込み：総合市民会館で登録申請書に記入し、提出してください。

●活動中のサークルや開催中の講座

　長い冬が終わって、いたずらこやぎのハイジと
ペーターは、はじめての春をむかえます。大好き
なおばあさんと、お友だちのトロルと、春まつりに
出かけた２匹ですが、大さわぎを引き起こし…。

こどもの本 おとなの本

サークル・講座名 所属人数 と　き ところ
テニス
バドミントン
トレーニング

男14人　女4人
男10人　女15人
男4人　  女2人

火曜日・木曜日
木曜日
月曜日・水曜日・金曜日

19時～21時
20時～21時30分
18時～21時30分（のうち2時間）

晴海テニスコート
大 竹 中 学 校
総 合 体 育 館

「
い
た
ず
ら
こ
や
ぎ
と
春
ま
つ
り
」

お
は
な
し
み
ー
つ
け
た
！
シ
リ
ー
ズ

松
居
　
ス
ー
ザ
ン
／
作

出
久
根
　
育
／
絵

（
佼
成
出
版
社
）

①「
は
じ
め
て
の
浮
世
絵
１

浮
世
絵
っ
て
何
？
ど
う
や
っ
て
つ
く
る
の
？
」

深
光
　
富
士
男
／
著

（
河
出
書
房
新
社
）

②「
白
い
花
び
ら
」

や
え
が
し
　
な
お
こ
／
文

佐
竹
　
美
保
／
絵

（
岩
崎
書
店
）

①「
終
わ
り
な
き
夜
に
生
れ
つ
く
」

恩
田
　
陸
／
著

（
文
藝
春
秋
）

②「
宇
宙
に
は
、だ
れ
か
い
ま
す
か
？

科
学
者
18
人
に
お
尋
ね
し
ま
す
。」佐

藤
　
勝
彦
／
監
修

縣
　
秀
彦
／
編
集

（
河
出
書
房
新
社
）

市立図書館ホームページアドレス
http://www.tosho.otake.hiroshima.jp
携帯アドレス
http://www.tosho.otake.hiroshima.jp/mobile
問い合わせ　☎５３３８　FAX ８００５

■白字は図書館の休館日です。
○おはなし会の日です。

― としょかんだより ―
　眠れない夜の私の楽しみは、自分の葬式のこ
とをあれこれ想像することだった…。人生を豊か
に生きる方法を綴った選りすぐりのエッセイに
イラストをそえる。

「
ヨ
ー
コ
さ
ん
の〝
言
葉
〞

わ
け
が
わ
か
ら
ん
」

佐
野
　
洋
子
／
文

北
村
　
裕
花
／
絵

小
宮
　
善
彰
／
監
修

（
講
談
社
）

①

②

①

②

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土
5月（May）

 

お
は
な
し
会

５
月
20
日
㈯
　
10
時
30
分
〜

 

（
対
象
　
幼
児・小
学
生
）

 

（
図
書
館
１
階
　
お
は
な
し
の
部
屋
）

 

お
ひ
ざ
に
だ
っ
こ
の
お
は
な
し
会

５
月
12
日
㈮
　
10
時
30
分
〜

 

（
対
象
　
赤
ち
ゃ
ん
向
き
）

 

（
図
書
館
２
階
　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
３
）

 

親
子
で
楽
し
む
お
は
な
し
会

５
月
12
日
㈮
　
11
時
〜

 

（
対
象
　
１
歳
か
ら
）

 

（
図
書
館
２
階
　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
１
）

 

一
般
向
き

　
す
て
き
に
装
う…

 

児
童
向
き

　
た
ん
け
ん
！
は
っ
け
ん
！
そ
と
あ
そ
び

 

時
事
コ
ー
ナ
ー

　
世
界
　
名
作
へ
の
旅

イ
ベ
ン
ト
紹
介

展
示
コ
ー
ナ
ー

申し
込み受付中

本の寄贈
ありがとうございました

３月イベント
おはなし会の様子

三井化学株式会社

ゆ
う
　
か

こ
　
み
や

よ
し  

あ
き

で
　  

く
　  

ね

あ
が
た

ふ
か  

み
つ

ふ 

　
じ 

　
お

い
く

こ
う
せ
い

つづ え
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